
- 1 -

環境・農水常任委員会

◎ 開催日時 平成 25 年 10 月７日（月） 10 時 01 分～14 時 15 分

◎ 開催場所 第三委員会室

◎ 説 明 員 琵琶湖環境部長および関係職員

◎ 議事の概要

【琵琶湖環境部所管分】

１ 付託案件

（１）議第 139 号 平成 25 年度滋賀県一般会計補正予算（第４号）のうち琵琶湖環境部所

管部分について

［結果］ 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。

（２）議第 140 号 平成 25 年度滋賀県流域下水道事業特別会計補正予算（第３号）につい

て

［結果］ 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。

（３）議第 160 号 財産の取得につき議決を求めることについて

［結果］ 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。

（４）議第 172 号 流域下水道事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定

めることにつき議決を求めることについて

［結果］ 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。

（５）議第 128 号 琵琶湖流域下水道協議会規約を定めることを関係地方公共団体に協議する

ことにつき議決を求めることについて

［結果］ 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。

２ 所管事項調査

（１）報第 12 号 一般社団法人滋賀県造林公社の平成 24 年度中期経営改善計画に関

する経営評価結果について

（２）公益法人等の経営状況説明書（一般社団法人滋賀県造林公社）について

（３）公益法人等の経営状況説明書（公益財団法人滋賀県緑化推進会）について

（４）滋賀県における今後の環境学習のあり方に関する答申内容について

（５）第三次滋賀県環境総合計画の改定に関する答申案概要について

（６）平成 24 年度琵琶湖水質測定結果と南湖の水草の現状について

委員からは、水草等の対策については、長期的な視点で継続した調査・研究

おこない、その効果を最大限いかせるような取り組みが必要であるなどの意見



が出された。

（７）一級河川鴨川河川敷における無断放置された木材チップ周辺の河川水のモニタ

リング結果および環境モニタリング検査計画について

委員からは、今後の対応や庁内・関係機関との連絡体制・連携はどのように

なっていたのかなどについて、質問が出された。

（８）「県有施設等の活用による太陽光発電事業について

（９）クリーンセンター滋賀の処分実績について

３ 一般所管事項について

４ 委員長報告

委員長に一任された。

５ 閉会中の継続調査事件

次の調査事件について、閉会中も調査を継続することについて議長に申し出ること

になった。

・琵琶湖水政について ・環境政策について

・廃棄物対策について ・下水道の整備について

・自然保護対策について ・農林水産業振興対策について

・環境こだわり農業の推進について
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委員会で配付された資料

１ 平成25年度９月補正予算案主な事業概要

２ 早崎内湖再生事業に伴う用地取得の概要

３ 流域下水道事業に要する経費について関係市

決を求めることについて

４ 一般社団法人滋賀県造林公社の平成24年度中

いて

５ 滋賀県における今後の環境学習のあり方につ

６ 第三次滋賀県環境総合計画の改定について（
町が負担すべき金額を定めることにつき議

期経営改善計画に関する経営評価結果につ

いて（答申）

答申案概要）
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７ 平成24年度琵琶湖水質測定結果と南湖の水草の現状について

８ 一級河川鴨川河川敷における無断放置された木材チップ周辺の河川水のモニタリング結

果および環境モニタリング検査計画について

９ 一級河川鴨川河川敷における無断放置された木材チップ周辺の河川水のモニタリング結

果および環境モニタリング検査計画について（参考資料：記者発表資料）

10 ［参考］一級河川鴨川河川敷付近航空写真

11 県有施設の屋根貸しによる太陽光発電事業について

12 矢橋帰帆島における太陽光発電事業について

13 平成25年度クリーンセンター滋賀処分実績


